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業務の適正を確保するための体制に対する基本方針
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他会社の業務の適正を確保するための体制に関する当社の基本方針は以下のとお
りであります。

⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　定例取締役会は、取締役会規則に則り、原則として毎月１回開催し、経営
基本方針、法定事項、その他経営に関する重要事項につき審議・決定し、取
締役の職務を監督します。
　社長は、職務権限規程に則り、取締役会の決定した方針に基づき、会社の
業務を執行統括し、かつ業務執行の最高責任者として取締役会に対して責任
を負います。
　役員は、役員規程により、法令・社内諸規程の遵守や適正な業務運営を確
保するため、会社業績の拡大のみならず、内部管理体制の確立・整備を経営
上の最重要課題の一つとして位置付け、その実践のための具体的な方針策定
及び法令・社内諸規程の遵守・周知徹底について、誠実かつ率先して取り組
みます。
　取締役・監査等委員で構成される監査等委員会は、監査等委員会規則に則
り、原則として毎月１回開催し、法令・定款に定める事項を決定し、監査等
委員会で審議・決定した監査方針、監査計画、職務分担に従い、取締役の職
務の執行の監査を行い、監査報告を作成します。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る重要な意思決定は、定款の規定及び株主総会の
決定に基づき、取締役会、経営会議（当社グループ全常勤役員で構成）及び
稟議書等での審議、決裁によって行われており、その議事録、稟議書及びそ
の他の文書については、「文書管理規程」に基づき保存及び管理され、取締
役、取締役・監査等委員、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態で管理され
ます。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として「リスク管理
規程」を定め、全役職員は業務遂行に当たり、法令・定款及び会社の定める
リスク管理等に関するルールを遵守します。
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　内部統制に関するリスク分析については、「経営会議規程」及び「取締役
会規則」の定めに則り、経営会議においてリスク評価や分析の協議を行い、
その上で会社経営上重大なリスクについては、取締役会に諮り、その対応を
検討、実施します。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　定款及び取締役会規則の定めに従い、臨時取締役会、取締役が遠隔地にい
る場合に相手の状態を相互に確認しながら通話することによる電子会議、取
締役全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときの書面取締
役会を、随時開催します。
　監査等委員会規則の定めに従い、臨時監査等委員会を随時開催します。

⑸　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　社内規程の一つとして、例外なくすべての役職員が守らなければならない
基本原則である「コンプライアンスマニュアル」を制定し、法令等遵守を尊
重する企業風土の醸成をもって健全な業務運営を行います。
　社長直轄の内部統制室において「内部監査規程」に基づき、会社内部の業
務遂行や法令・諸規程の遵守状況の監査を行うなど、内部管理体制等の適切
性・有効性を検証し、必要に応じ改善実施を求めることにより、会社業務の
健全かつ適切な運営の確保を図ります。
　コンプライアンス・リスク管理体制の維持・向上に資することを目的とし
て「不祥事故取扱規程」を定め、当社業務の健全かつ適切な運営に支障をき
たす行為に対して、適正な措置及び厳正かつ公正な処分を行うとともに再発
の防止を図ることを目指します。
　不祥事故取扱規程において、不祥事故を発見し報告した者が不利益な取扱
いを受けることを禁止する定めを設け、健全な組織構築を図ります。

⑹　当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　経営会議規程に則り、当社及び子会社（以下合せて「当社グループ」と

いいます。）の経営状況及び経営課題につき十分検討、協議することを
目的とし、経営会議を開催しております。同会議は当社グループの全常
勤役員にて構成され、原則として毎週１回定期的に開催します。

②　関係会社管理規程に則り、重要事項に関しては、当社の事前承認または
当社への報告を求め、グループ内各社で緊密な連携を取りつつ業務を行
うことにより、子会社を適切に管理します。
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③　当社あるいは子会社の決定が、法令等による制限に関連して当社グルー
プ内他社に影響することがあるため、これらについては、事前に必ず、
グループ内他社の所管部門から法令等による制限に照らし問題ないこと
について確認を得た後に、規定された決裁ルールに従い実施します。

④　当社の内部監査部門が当社及び子会社の業務の適正性につき監査を実施
し、必要があれば当社の社長から関係会社に対して指導、勧告を行うな
ど改善を促します。

⑺　監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
　代表取締役及び取締役は、当社グループの健全で持続的な成長を確保し社
会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立と運用のためには、取締役・監
査等委員で構成される監査等委員会による監査・監督の環境整備が重要、か
つ必須であると認識します。
　そのため、監査等委員会から補助すべき取締役あるいは使用人を置くこと
を要請された場合には、監査等委員会と協議のうえ、監査等委員以外の取締
役あるいは内部統制室・経営管理部・その他必要と認める部署より、必要な
人員を指名し、監査等委員会を補助すべき取締役あるいは使用人とします。

⑻　上記第７号記載の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締
役を除く）からの独立性に関する事項、及び当該人員に対する指示の実効性
確保に関する事項
　監査等委員会の職務を補助すべき取締役あるいは使用人として指名された
人員があり、当該人員が監査等委員会の職務を補助する業務を執行している
場合においては、当該人員は監査等委員会の指揮命令のもとに行動します。
　当該人員が監査等委員会の職務を補助する業務を執行している場合におい
ては、監査等委員の指揮命令のもとに行動し、当該人員は取締役・監査等委
員以外の者からの指揮命令を受けないこととします。

⑼　監査等委員会への報告に対する体制
　取締役・監査等委員は、それ以外の取締役の職務の執行を監査し、当該取
締役及び使用人に対し、いつでも事業の報告を求めることができます。
　取締役・監査等委員である取締役が当社グループの業務及び財産の状況の
調査をすることができるよう、それ以外の取締役及び使用人は、取締役・監
査等委員に協力します。
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　取締役・監査等委員への報告あるいは協力した取締役あるいは使用人が、
当該報告あるいは協力したことにより不利益を受けないものとします。

⑽　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　取締役・監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べま
す。
　法令・定款の定めに基づき、取締役会での議決権行使、株主総会での必要
な意見陳述を行います。
　監査等委員は、必要に応じて、内部統制・内部監査担当部門、法務担当部
門、経理担当部門等の関係部門との連携を図ります。
　当社は、監査等委員会又は取締役・監査等委員からの求めに応じ、その職
務の執行について生じる費用の前払又は償還並びに債務の処理を行います。
　監査等委員会は、取締役の職務の執行を監査・監督することにより、当社
の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を
確立することを職責としています。当該職責を遂行するため、監査等委員会
決議により「監査等委員会規則」を定め、各監査等委員の権限の行使を妨げ
ることなく、監査・監督に関する重要な事項について監査等委員相互で報告
を受け、協議又は決議すること等により、監査等委員会による監査がより実
効的なものとなるようにします。

⑾　財務報告の適正性を確保するための体制の整備
①　当社は、企業活動の継続と企業価値の向上において、コーポレート・ガ

バナンス体制の強化とコンプライアンスの整備を重要事項と位置付けま
す。

②　そのうえで、真実かつ公正な財務報告をタイムリーに提供することを財
務報告の基本方針として、そのための内部統制体制構築と適時見直しを
進めます。
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⑿　反社会的勢力の排除に向けた体制の整備
　当社では、「反社会的勢力との取引排除規則」を設け、当該規則の中で、
以下の基本方針を定め、これに基づく諸施策を実施します。
　取引先が反社会的勢力でないことをできる限り確認し、反社会的勢力であ
ることが判明した場合には一切関係をもちません。
　反社会的勢力との取引を新規に発生させないように可能な限り未然防止策
を講じ、既存取引先については定期的な調査により反社会的勢力と関係があ
ることが判明した場合には可能な限り速やかに関係を解消できるよう対応策
を講じます。
　反社会的勢力からの関与あるいは要求は排除します。

⒀　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しています
が、その基本方針に基づき、以下の具体的取り組みを行っております。
　当社グループ全体及びグループ各社の経営状況及び経営課題につき十分検
討、協議することを目的として、グループ各社の常勤役員にて、経営会議を、
原則として毎週１回定期的に開催することにより、業務執行の適正性を保ち
つつ、その迅速化を図っております。
　当社は、2015年６月26日付にて、監査等委員会設置会社に移行したこと
により、法令・定款・取締役会規則に基づき、会社経営に重大な影響を及ぼ
す内容である場合を除き、取締役会として、代表取締役社長に、一定事項の
決定及び執行を委任することができることとして、業務執行の適正性と迅速
化の調整を図っております。
　なお、当社の当事業年度の取締役会は以下の８名で構成され、取締役会の
全議案に関する議決権を有する監査等委員を中心に、業務執行に関するチェ
ックと監督を十分に行っております。

監査等委員以外の取締役 ５名
監査等委員である取締役 ３名（全員が社外取締役）

会社の支配に関する基本方針
　当社では、現在のところ買収防衛策の導入をいたしておりませんが、社会情勢
等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
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連結株主資本等変動計算書
( 2019年 4 月 1 日から

2020年 3 月31日まで )
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 1 9 年 ４ 月 １ 日 残 高 831,233 328,233 2,882,941 △93,774 3,948,633

当連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △249,788 △249,788

親会社株主に帰属する当期純利益 1,014,726 1,014,726

自 己 株 式 の 取 得 △433 △433

自 己 株 式 の 処 分 35,276 35,276

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額（純額）

当連結会計年度中の変動額合計 － － 764,937 34,843 799,781

2 0 2 0 年 ３ 月 3 1 日 残 高 831,233 328,233 3,647,879 △58,930 4,748,414

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

2 0 1 9 年 ４ 月 １ 日 残 高 545 545 13,594 3,962,774

当連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △249,788

親会社株主に帰属する当期純利益 1,014,726

自 己 株 式 の 取 得 △433

自 己 株 式 の 処 分 35,276

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額（純額） △372 △372 9 △362

当連結会計年度中の変動額合計 △372 △372 9 799,418

2 0 2 0 年 ３ 月 3 1 日 残 高 173 173 13,604 4,762,192
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　　　３社
・主要な連結子会社の名称　　　株式会社ハウスジーメン

株式会社住宅アカデメイア
一般社団法人住宅技術協議会

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。
②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

非連結子会社　－社
関連会社　　　１社

会社等の名称　一般社団法人住宅フィンテック・コンソーシアム
持分法を適用しない理由
　持分法を適用していない関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰
余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及
ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲か
ら除外しております。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　すべての連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

その他有価証券
 

・時価のあるもの　　　　連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　移動平均法による原価法
②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　　　　定率法を採用しております。ただし、1998年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備及び構築物については、定額法によっておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物：３年～38年
工具器具備品：５年～15年

 

ロ．無形固定資産　　　　　　　ソフトウエア（自社利用分）については、社内にお
ける利用可能期間（５年）に基づく定額法によって
おります。
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③　重要な引当金の計上基準
 

イ．貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

 

ロ．役員賞与引当金　　　　　　役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額
を計上しております。

 

ハ．株式給付引当金　　　　　　株式給付規程に基づく従業員への当社株式の交付
に備えるため、当連結会計年度末における株式給付
債務の見込額を計上しております。

④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．追加情報
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
　当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主
の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、
従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳ
ＯＰ）」を導入しております。
⑴　取引の概要

　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社及
び当社グループ会社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
　当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件によ
り受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。
従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取
得し、信託財産として分別管理するものとします。

⑵　信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）によ
り純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株
式の帳簿価額は58,234千円、株式数は82,621株であります。
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３．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産
営業未収入金 4,818,840千円
営業貸付金 403,600千円

計 5,222,440千円
上記に対応する債務

短期借入金 5,222,440千円
　なお、上記以外に、預金のうち14,599千円は、契約に基づき、当社が支払債務14,599
千円の引受に伴い受け入れたものであり、その使用は制限されております。
　また、融資債権信託契約に基づき、投資その他の資産その他（長期預け金）478,097
千円を差入れています。

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 135,090千円
⑶　流動負債に計上した「支払備金」は、住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けに関し、特

定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第35条の規定に基づき設定
するものであります。

⑷　固定負債に計上した「責任準備金」は、住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けに関し、
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第32条の規定に基づき設
定するものであります。
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度
期首の株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
の株式数(株)

発行済株式

普通株式 7,137,000 － － 7,137,000

合計 7,137,000 － － 7,137,000

自己株式

普通株式 132,855 280 50,049 83,086

合計 132,855 280 50,049 83,086
 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）制度に係る信
託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社
株式（当連結会計年度期首132,670株、当連結会計年度末82,621株）が含まれ
ております。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加280株は、単元未満株式の買取りによるもの
であります。また、自己株式の株式数の減少50,049株は「株式給付信託（Ｊ－
ＥＳＯＰ）」の従業員への給付によるものであります。

⑵　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2019年６月３日
取締役会 普通株式 249,788 35 2019年３月31日 2019年６月28日

（注）１．１株当たり配当額には、東証第一部上場記念配当15円が含まれております。
２．配当金の総額には株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）制度に係る信託財産として資産

管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金
4,643千円が含まれております。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度
になるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2020年６月５日
取締役会 普通株式 利益剰余金 249,778 35 2020年３月31日 2020年６月29日

（注）配当金の総額には株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）制度に係る信託財産として資産管理
サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金2,891千
円が含まれております。
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５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については流動性、安全性の高い金融機関に対する預金
等で行っております。住宅ローンに必要な資金及び長期の資金需要を目的として金
融機関からの借入により資金を調達しております。なお顧客に貸付けた住宅ローン
のうちフラット35貸付債権は直ちに債権譲渡され、譲渡代金が回収されるまでの間
は営業未収入金に計上されます。土地購入資金などフラット35に先行して顧客に貸
付けるプロパーつなぎローンは、フラット35の融資が行われるまでは営業貸付金と
して計上されます。
　デリバティブ取引は、投機的目的では利用しない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である営業未収入金、営業貸付金は取引先の信用リスクに晒されておりま
す。
　また借入金は、主に営業未収入金及びプロパーつなぎローンの債権譲渡代金が入金
されるまでの１ヶ月未満の短期の資金調達を目的としたものであります。
　なお、営業未収入金及び借入金の一部は、金利変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権である営業未収入金及び営業貸付金については、取引先が政府系金融機
関であること及び取引先が返済の保全のための融資保険に加入することになって
いること等から信用リスクは限定的ですが、当該リスクの主管部署は取引先の状況
を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに財務
状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　営業未収入金及び借入金の一部は１年未満で回収または返済されるため金利変
動リスクは限定的でありますが、当該リスク管理の主管部署は、金利動向のフォロ
ー等定期的なリスク管理を行っております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の
管理
　当社グループでは各社において、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資
金操計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを
管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織
り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動するこ
とがあります。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。

（単位：千円）
連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 時 価 差 額

⑴　現金及び預金 5,238,610 5,238,610 －

⑵　営業未収入金 8,097,250 8,097,250 －

⑶　営業貸付金 2,732,810 2,732,810 －

資産計 16,068,670 16,068,670 －

⑷　短期借入金 7,789,580 7,789,580 －

⑸　営業預り金 1,720,950 1,720,950 －

負債計 9,510,530 9,510,530 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資　産
⑴　現金及び預金、⑵　営業未収入金、⑶　営業貸付金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額によっております。

負　債
⑷　短期借入金、⑸　営業預り金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

非 上 場 株 式 8,900

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れていることから、時価開示の対象としておりません。
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３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 5,238,610 － － －

営業未収入金 8,097,250 － － －

営業貸付金 2,732,810 － － －

合計 16,068,670 － － －

４．借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

短期借入金 7,789,580 － － －

合計 7,789,580 － － －

６．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 673円18銭
⑵　１株当たり当期純利益 144円17銭

 

（注）株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）に残
存する当社株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する
自己株式に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計
算において控除する自己株式に含めております。
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は82,621株であ
り、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は
98,483株であります。

７．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
( 2019年 4 月 1 日から

2020年 3 月31日まで )
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資 本 準 備 金

そ の 他
利 益 剰 余 金

繰 越 利 益
剰 余 金

2 0 1 9 年 ４ 月 １ 日 残 高 831,233 331,233 2,504,905 △93,774 3,573,597

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △249,788 △249,788

当 期 純 利 益 830,505 830,505

自 己 株 式 の 取 得 △433 △433

自 己 株 式 の 処 分 35,276 35,276

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 ― ― 580,717 34,843 615,560

2020年３月31日残高 831,233 331,233 3,085,623 △58,930 4,189,158

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2 0 1 9 年 ４ 月 １ 日 残 高 545 545 3,574,143

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △249,788

当 期 純 利 益 830,505

自 己 株 式 の 取 得 △433

自 己 株 式 の 処 分 35,276

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当事業年度中の変動額（純額） △372 △372 △372

事業年度中の変動額合計 △372 △372 615,188

2020年３月31日残高 173 173 4,189,331
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式　　　　　　　移動平均法による原価法
その他有価証券

 

・時価のあるもの　　　事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

・時価のないもの　　　移動平均法による原価法
⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物については定
額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物：３年～18年
工具器具備品：５年～15年

②　無形固定資産　　　　　　ソフトウエア（自社利用分）については、社内における
利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。

⑶　引当金の計上基準
 

①　貸倒引当金　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
しております。

 

②　役員賞与引当金　　　　　役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計
上しております。

 

③　株式給付引当金　　　　　株式給付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備
えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額
を計上しております。

⑷　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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２．追加情報
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
　当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主
の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、
従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳ
ＯＰ）」を導入しております。
⑴　取引の概要

　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社及
び当社グループ会社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
　当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件によ
り受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。
従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取
得し、信託財産として分別管理するものとします。

⑵　信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）によ
り純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末の当該自己株式の
帳簿価額は58,234千円、株式数は82,621株であります。

３．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

営業未収入金 4,818,840千円
営業貸付金 403,600千円

計 5,222,440千円
上記に対応する債務

短期借入金 5,222,440千円
　なお、上記以外に、預金のうち14,599千円は、契約に基づき、当社が支払債務14,599
千円の引受に伴い受け入れたものであり、その使用は制限されております。
　また、融資債権信託契約に基づき、長期預け金478,097千円を差入れています。

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 78,041千円
⑶　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 5,074千円
長期金銭債権 1,043千円
短期金銭債務 7,621千円
長期金銭債務 43,853千円
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４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
営業費用 840千円

営業取引以外の取引高 338,376千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 83,086株
（注）普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）制度に係る信託財

産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式
82,621株が含まれております。

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 9,946千円
役員賞与引当金 5,341千円
株式給付引当金 3,322千円
敷金 1,142千円
その他 3,721千円

繰延税金資産合計 23,474千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 76千円
繰延税金負債合計 76千円
繰延税金資産の純額 23,397千円
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７．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（注）２ 科目 期末残高
（注）２

子会社 株式会社住宅
アカデメイア 所有100.00％ 役員の兼務等

資金の貸付

資金の回収 37,909

関 係 会 社
短期貸付金 34,909

関 係 会 社
長期貸付金 149,028

利息の受取
（注）１ 4,096 そ の 他 の

流 動 資 産 ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．貸付金の利率については、当社の調達金利を勘案し決定しております。

２．取引金額及び期末残高には、消費税等は含まれておりません。

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 593円90銭
⑵　１株当たり当期純利益 118円00銭

 

（注）株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）に残
存する当社株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する
自己株式に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計
算において控除する自己株式に含めております。
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は82,621株であ
り、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は
98,483株であります。

９．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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